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・攻撃せずこの状態を継続すれば、これらの組み方に対しては「指導」が与えられる。
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ベンディングポジション
・両腕で、特に襟と奥襟を持って相手を屈ませるような状態にさせ、直ちに攻撃をしない場合、

ブロックをしている行為として「指導」が与えられる。
・但し、これらの組み手において、攻撃中であれば認められる。
・ポジティブな展開(ブロッキングをしていない場合)であれば「奥襟」と「襟」を認める。

片足、もしくは両足が場外
・片足が場外に出ている場合、直ちに攻撃しない、もしくは直ちに場内に戻らない：「指導」
（アクションなく両足が場外に出た場合）「指導」

ベアハグ
・ベアハグを行う場合は、攻撃する選手が、攻撃を行う前に少なくとも片方の組み手を持ってい

なければならない。

・両手同時にもしくはほぼ同時に（ベアハグの体勢に）組む事は認めない。柔道衣に触れただけ
では組んでいるとはみなさない。しっかり柔道衣を握っていること。

「指導」 青の選手が直ちに場内に戻らない
もしくは直ちに攻撃をしない：「指
導」

➡ ➡
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有効な握り方（写真のように片手でしっかり組んだ状態から攻撃した場合はベアハグによる指
　　　　　　　　導は取らない）

ベアハグ・脚取り：ダブルポイント
・青の選手がベアハグをした後に、もしくは青の選手が脚取りを行った後、白が青の選手を投げ

て「技あり」を獲得した場合、スコア（白に「技あり」）に加えて罰則（青への「指導」）が
与えられる。

　また、3 回目「指導」の場合は「反則負け」が優先される。

脚を巻き付けるポジション
・脚を巻きつける行為は、直ちに攻撃しない場合「指導」が与えられる。
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河津掛「反則負け」

脚取り（罰則行為）
・脚取り、もしくは下穿きを掴む行為に対しては、毎回「指導」が与えられる。
・「指導」が3 つ累積した場合、「反則負け」となる（脚取り指導 2 回での「反則負け」の廃

止）。
・（組み手がない状態で）帯より下を掴む全ての行為には指導が与えられる。
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脚取りではない
組んでいる手で相手の脚に触れることは有効なアクションであり、「指導」は与えられない。
  

“ 肩三角グリップ ”相手の首と片方の肩を両腕で抱える行為
   

・（立技において）肩三角グリップの状態で故意に投技を施した場合、反則負けが与えられる。
（肩三角グリップによる投技の行為が）寝技の場面から始まった場合には直ちに「待て」が
宣告されなければならない。

➡ ➡ ➡

寝技の場合、肩三角グリップを
施しても良い

立技における肩三角グリップは
「待て」が宣告される

寝技において、脚で相手の体を固定
し肩三角グリップを施すことは禁止
行為であり「待て」が宣告される。
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・写真における全ての場面では、青の選手は（相手の）脚に触れることが出来る。

寝技の定義
・両選手の両膝が畳についている場
　合、寝技とみなす。

（立技から動きの流れが止まった場合や、寝技で攻め
る意志がなく）相手と一切接触がない場合「待て」が宣告される。

腹ばいになった場合、青の選手は寝姿勢とみなされる。

・青の選手が両肘ならびに両膝が同時に畳についた場合、白の選手は寝技に移行する技しか施す
ことが出来ない。この状態で、投技を施してもスコアにはならない。

寝技の定義
・白の選手は、写真の状態から投技を施すことができる。ただし、攻撃は直ちに行われなければ

ならない。
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・立ち姿勢の選手（写真：白）が組手を制御している場合、膝をついている選手（写真：青）も
依然立ち姿勢の状態であるとみなし、投技の規定が適用される。ただし、白が直ちに攻撃しな
かった場合、主審は「待て」を宣告する。膝をついている選手（写真：青）は、投げられるの
を防ぐために白の脚を掴む（※その他脚取りに該当する行為）ことはできない。もし、そのよ
うな行為を行った場合は指導が与えられる。

・白の選手は、写真の状態から投技を施すことができる。ただし、攻撃は直ちに行われなければ
ならない。

関節技・絞技をかけてはいけない場面
・両者が立ち姿勢の状態で関節技、絞技を施すことは禁止する。直ちに「待て」を宣告し「指

導」を与える。
・ただし、これらの行為が（相手にとって）危険である場合、もしくは怪我を負わせるような行

為であった場合は、通常通り「反則負け」が与えられる。

1

1

2

2

3

3

4

4

5
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投技が有効な場面
・取（青）は投げることを目的とした捨身技をかけた後、以下の様な体勢の時に寝技へ移行でき

る。

・投げることを目的とした技もしくは返し技を施した後、以下のような 体勢において取（青）
は投技を施すこともできるし、 寝技（関節技、絞技、抑込）にも移行できる。

逆背負投
・逆背負投をかければ「指導」となる。
★背負投では、「受」が前回り受身の状態になるが、逆背負投では「受」は後ろに引かれ、後ろ

受身の状態になり、受身が取りづらい。ただし、実際の試合では、いろいろなケース（技）が
あることが事実であり、審判の立場で判断すると明らかな逆背負いであることが最初の条件に
なるが、背負投を得意とする選手の立場からすると、反対の肩口から落ちる場合には、逆背負
投と判断されることがあることに留意し、技を組み立てることが必要である。今の段階では、
逆背負投の定義が細かく規程できていないことを選手は理解することが必要。

★ IJF 通称「Reverse Seoi Nage( 逆背負投 )」はノースコア、指導である。（1 回目から指導）
・理由１：受身が取りにくい技であり、( 特に子供に対して ) 危険である。　
・理由２：「崩し」「作り」はあるが、「掛け」がないため、技として認めない。
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逆背負投

柔道衣、髪を直す行為
・審判から指示されて服装を正す、ヘアゴムなどで髪を結い直す行為は 1 試合 1 度まで。2 度目

からは指導。
・補足ポイント：故意に帯をほどくことは今までと変わらず「指導」である。
★これまでも、柔道衣については「待て」と「始め」の間に、主審が「柔道衣を直しなさい」と

いうジェスチャーを示し、直さない場合にはやはり主審が指示をし、2 回目は「指導」であった。
髪の結いなおしについても、柔道衣と同じように考えてもらえばよい。（髪の結いなおしの反
則規程はルールブックにはなかった）髪を束ねているゴムが、取れていないのに、自らゴムを
とりはずし、結いなおす行為は遅延行為となり、「指導」となる。ただし、審判の同意があれ
ば結いなおせる。

めくり技
・相手の背後からめくるように返していく技は技認定なし。
・IJF 通称「Rollover counter technique（めくり）」は、ノースコアである。
・理由１：講道館が認めている技ではないため（「取」の反対側に飛ぶだけの行為や技として定

めていない：「俗称・ジャンプオーバー」）内股に対しては、内股返、内股すかし、谷
落などほかにも施す技がある。

・理由２：めくり技をかけられた「受」の首に、過度の負担がかかるなどの危険性があるため。
・補足ポイント１：両者、寝技への継続は認める。
★払腰、内股、払巻き込み等をかけた相手がつぶれ、それを抱え自ら相手の反対側に飛んで倒れ

ながら相手の背中をつける。通称「めくり」で、長年、IJF に申入れをしてきたノースコアが
認められた。
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★めくり（ジャンプオーバー）でない場合は、返す側の足がついており、飛び越え状態ではない。

ネガティブ柔道（SOR 第 23 条）
・両試合者が 3 つ目の「指導」を同時に受けた場合（通常の試合時間及びゴールデンスコア）、「両

者反則負け」となり、両選手は大会から失格となる。
・直接的「反則負け」が両選手に与えられた場合、IJF ジュリーが対応を決定する。
・失格となり得るような非道徳的な行為が選手にあった場合、IJF は選手をその大会から除外す

ることができる。

重要
スコアや罰則をどちらに与えるかが明確でない場合、フェアープレー精神の観点からいかなる決
定も下さず、選手が試合を継続することが望ましい。
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2020 年 4 月 1 日施行　適用罰則
全柔連発 19・0967 号
2 0 2 0 年２月 2 8 日

関係各位
公益財団法人全日本柔道連盟

審判委員会委員長　大迫　明伸
（公印省略）

新たに適用される罰則（指導・反則負け）の施行について

　国際柔道連盟では、本年１月11日～12日カタール・ドーハで開催されたレフリーセミナーにおいて、新たに適用さ
れる罰則として、「攻防に関係のない行為で、相手の柔道衣を乱す行為」に対して「指導」を付与すること並びに「故
意に相手の足を踏みつけて技を仕掛ける及び故意に相手の頭髪を掴んで技を仕掛ける行為」に対しては、柔道精神に
反する行為として「反則負け」を付与することを決定いたしました。
　本年に開催される2020 年東京オリンピク柔道競技でもこの罰則が適用される為、日本国内でも早急に適用する必
要があります。
　別紙の全柔連主催大会では４月よりこの罰則を導入しますが、各主催団体におきましては、施行期間に猶予を設け
る等の措置を講じながら、導入を検討して頂きますよう、お願いいたします。

記

１　新たに適用される罰則「指導」の内容
　従来は、「攻防に関係の無い行為で、自らの柔道衣（裾部分）を帯から出す行為（図１－１，１－２）」を対
象としていたが、今後は、「攻防に関係の無い行為で、意図的に相手の柔道衣（裾部分）を帯から出す行為（図
２－１，２－２，２－３）」も対象となり、「指導」が付与される。通常の攻防の中で、偶発的に相手の服装を乱
すことは対象とならない。
　なお、図３の行為については、国際柔道連盟が本年２月のグランドスラム・デュッセルドルフにおいて、追
加承認したものとなる。

図１－１

図２－１

図（２－１，２－２，２－３）の様に、青が組み合ってない状態から、自の整えられた柔道衣から意図的に
裾部分を引き出した場合に対象となる。

図１－２

図２－２ 図２－３
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２　新たに適用される罰則「反則負け」の内容
　「故意に相手の足を踏みつけて技を仕掛ける及び故意に相手の頭髪を掴んで技を仕掛ける行為」は、柔道精
神に反する行為として「反則負け」が付与される。但し、１回目は偶発的に起きうる可能性もあるので「待て」
として、ノースコア、ノーペナルティで試合を継続する。２回目が起これば、故意であると判断し「反則負け」
を付与する。

以上

図３－１

図４－１ 図４－２ 図４－３ 図４－４

図３－２ 図３－３

図（３－１，３－２，３－３）の様に、青が組んだ状態から、白の整えられた柔道衣から意図的に裾部分を
引き出した場合に対象となる。

図（４－１，４－２，４－３，４－４）の様に、白が故意に青の足を踏みつけてから、技を仕掛けた場合に対象と
なる。
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【別紙】

新たに適用される罰則（指導・反則負け）の施行について 大会への適用
① 2020 年 4 月 1 日より全柔連単独主催大会では原則として改正された国際柔道連盟試合審判規
程を適用する
対象大会：全日本選抜体重別選手権大会

全日本カデ体重別選手権大会
全国小学生学年別大会
全日本ジュニア体重別選手権大会
マルちゃん杯全日本少年大会
講道館杯全日本体重別選手権大会

②実行委員会のある大会においては実行委員会の判断に委ねる
対象大会：皇后盃全日本女子選手権大会

全日本選手権大会
全日本少年少女武道錬成大会
全国高等学校選手権大会
近代柔道杯全国中学生大会

③共催大会においては①の方針を申し入れ、関係団体と協議の上、決定する
対象大会：インターハイ柔道競技会

全国高等学校定時制通信制大会
全国中学校大会
国民体育大会柔道競技会
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2021 年 12 月に国際柔道連盟により国際柔道連盟試合審判規程（以下 IJF 規程）の改正の公表が
あり、2022 年 1 月から開催される国際大会から実施となっております。
これに伴う本連盟主催大会への適用については、下記となりますので、ご確認ください。

大会への適用
2022 年 4 月 1 日以降の大会から適用する。ただし、2022 年 4 月 1 日以前に行われる予選会につ
いては、現行のルールで行うこととする。
１．2022 年 4 月 1 日より本連盟単独主催大会では原則として改正された IJF 規程を適用する

対象大会：全日本選抜体重別選手権大会
全国小学生学年別大会
全日本ジュニア体重別選手権大会
マルちゃん杯全日本少年大会
講道館杯全日本体重別選手権大会

２．実行委員会のある大会においては実行委員会の判断：；に委ねる
対象大会：皇后盃全日本女子選手権大会
全日本選手権大会
全国少年大会
全日本少年少女武道錬成大会
全国高等学校選手権大会
近代柔道杯全国中学生大会

３．共催大会においては 1. の方針を申し入れ、関係団体と協議の上、決定する
対象大会：インターハイ柔道競技会
全国高等学校定時制通信制大会
全国中学校大会国民体育大会柔道競技会

2022 年 1 月 24 日
公益財団法人全日本柔道連盟

審判委員会委員長　大迫　明伸

国際柔道連盟試合審判規程
改正に伴う国内大会への適用
について（通達）

Ⅴ
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平成 30 年 2 月 3 日
公益財団法人全日本柔道連盟

　国際柔道連盟（IJF）は、改正した試合審判規程を 2018 年 1 月より施行している。
　この新たな審判規程をどのように国内大会で適用するかについて全柔連審判委員会において検
討し、以下のとおり導入することとした。
　国内で行われる柔道大会を団体戦と個人戦に分けて考えてみると、団体戦においては「引き分
け」の妙味が伝統的に存在し、IJF の方針（団体戦は「引き分け」がない）とは若干異なるが「引
き分け」を残す方向で考える。

【全柔連が定める団体戦の勝敗決定方法】
●個々の試合においては勝ちの内容に従来の「僅差」を残し、内容順を「一本」「技あり」「僅差」

の 3 種類とし、それに満たない場合は「引き分け」とする。

●「僅差」とは、双方の選手間に技による評価（技あり）がない、又は同等の場合、「指導」差
が 2 以上あった場合に少ない選手を「僅差」による優勢勝ちとする。

1 差であれば「引き分け」とする。
・☆「指導」数によって勝敗が決する例＝ 0 対 2
・☆「指導」数に差が出ても引き分けになる例＝ 0 対 1、1 対 2

※ただし、IJF 方式にのっとり、試合者 A が「指導」2 を与えられたが、終盤試合者 A が「技
あり」を獲得すると技評価「技あり」が優先され時間終了時点で試合者 A が勝ちとなる。

●代表戦は「引き分け」の選手から抽選で 1 組を選び、時間無制限によるゴールデンスコア方
式によって勝敗を決する。（先に「技あり」以上の技評価を得た選手が勝ちとなり、先に「反
則負け」を与えられた選手が負けとなる）

●中学生以下の大会では、従来どおりの「少年大会特別規程」を取り入れて行う。

●団体戦・個人戦とも大会の趣旨・内容を考慮したうえで、勝者の決定方法や代表戦（任意の選
手による等）等の試合方法を別に定めることは可能とする。

「国際柔道連盟試合審判規程
の団体戦への全柔連導入に
ついて」（通達）

Ⅵ
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　国内における少年（中学生以下）の試合は、国際柔道連盟試合審判規程に則って行われるが、　国内における少年（中学生以下）の試合は、国際柔道連盟試合審判規程に則って行われるが、
安全面を考慮し、次の条項を加えて行なうものとする。安全面を考慮し、次の条項を加えて行なうものとする。

第 17 条（抑え込み）第 17 条（抑え込み）
附則として次を加える附則として次を加える
寝技の攻撃寝技の攻撃・・防御において、脊椎及び脊髄に損傷を及ぼす動作と判断したときは「待て」とする。防御において、脊椎及び脊髄に損傷を及ぼす動作と判断したときは「待て」とする。

第 18 条 禁止事項と罰則第 18 条 禁止事項と罰則
指導（軽微な違反）指導（軽微な違反）
１．立ち姿勢で相手の後ろ襟、背部又は帯を握ること。１．立ち姿勢で相手の後ろ襟、背部又は帯を握ること。

ただし、技を施すため、瞬間的（1，2 秒程度）に握ることを認める。ただし、技を施すため、瞬間的（1，2 秒程度）に握ることを認める。
（注）中学生は、試合者の程度に応じて、後ろ襟を握ることを認める。（注）中学生は、試合者の程度に応じて、後ろ襟を握ることを認める。

２．両膝を最初から同時に畳について背負投等を施すこと。２．両膝を最初から同時に畳について背負投等を施すこと。
３．関節技及び絞技を用いること。３．関節技及び絞技を用いること。
４．無理な巻き込み技を施すこと。４．無理な巻き込み技を施すこと。
５．相手の頸を抱えて大外刈、払腰などを施すこと。５．相手の頸を抱えて大外刈、払腰などを施すこと。
６．小学生以下が、裏投を施すこと。６．小学生以下が、裏投を施すこと。

反則負け（重大な違反）反則負け（重大な違反）
１．攻撃・防御において、故意に相手の関節を極めること。１．攻撃・防御において、故意に相手の関節を極めること。
２．通称「逆背負投」の様な技を施すこと。２．通称「逆背負投」の様な技を施すこと。
３．両袖を持って投げ技を施すこと。３．両袖を持って投げ技を施すこと。

（附則）（附則）
指導（軽微な違反）指導（軽微な違反）
１．〔相手の後ろ襟、背部又は帯を握ること〕関係１．〔相手の後ろ襟、背部又は帯を握ること〕関係

①「後ろ襟」とは、柔道衣を正しく着用したときの頸の後ろ側（うなじあたり）の範囲をい①「後ろ襟」とは、柔道衣を正しく着用したときの頸の後ろ側（うなじあたり）の範囲をい
う。試合者の一方が後ろ襟を握った後、その襟を引き下げて側頸部にずらした場合でも「後う。試合者の一方が後ろ襟を握った後、その襟を引き下げて側頸部にずらした場合でも「後
ろ襟」とみなす。ろ襟」とみなす。

②「背部を握る」の範囲は、目安として肩の中心線に手首がかかるような状態をいう。背部②「背部を握る」の範囲は、目安として肩の中心線に手首がかかるような状態をいう。背部
を握った後、柔道衣をたぐりよせて釣り手の一部の指が後ろ襟の内側を握る状態になってを握った後、柔道衣をたぐりよせて釣り手の一部の指が後ろ襟の内側を握る状態になって
も背部とみなす。特例として「後ろ襟、又は背部を握った」状態で、通称ケンケン内股等 も背部とみなす。特例として「後ろ襟、又は背部を握った」状態で、通称ケンケン内股等 

（内股に限らずケンケンとなる大内刈や大外刈等）をかけることは、〔瞬間的（1，2 秒程度）〕（内股に限らずケンケンとなる大内刈や大外刈等）をかけることは、〔瞬間的（1，2 秒程度）〕
の事項を適用せず、また、その後、連絡した技や変化した技についても、技の効果が途切の事項を適用せず、また、その後、連絡した技や変化した技についても、技の効果が途切
れるまで継続を認める。れるまで継続を認める。

２．〔両膝を最初から同時に畳について背負投等を施すこと。〕関係２．〔両膝を最初から同時に畳について背負投等を施すこと。〕関係
両膝を最初から畳につくとは、膝の外側部、内側部も含む。同時はもちろん、ほとんど同時と両膝を最初から畳につくとは、膝の外側部、内側部も含む。同時はもちろん、ほとんど同時と
見なされる場合も含む。技が崩れた結果である場合は反則としない。見なされる場合も含む。技が崩れた結果である場合は反則としない。

国内における「少年大会特別規程」Ⅶ
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３．〔関節技及び絞技を用いること。〕関係３．〔関節技及び絞技を用いること。〕関係
①寝技の攻撃・防御において、脚を交差して相手を制しているだけの状態は、三角絞とはみな①寝技の攻撃・防御において、脚を交差して相手を制しているだけの状態は、三角絞とはみな

さない。抑え込もうと脚を交差して相手を制止した後、絞まっている状態あるいは脊椎及びさない。抑え込もうと脚を交差して相手を制止した後、絞まっている状態あるいは脊椎及び
脊髄に損傷を及ぼす動作と判断した場合は、受傷を防ぐために、早めに「待て」とする。ま脊髄に損傷を及ぼす動作と判断した場合は、受傷を防ぐために、早めに「待て」とする。ま
た、通称「三角固」の体勢となった時点で、危険な状態ではないと判断しても、交差していた、通称「三角固」の体勢となった時点で、危険な状態ではないと判断しても、交差してい
る脚を直ちに解かなければ「待て」とする。交差していた脚を直ちに解けば、寝技の攻撃・る脚を直ちに解かなければ「待て」とする。交差していた脚を直ちに解けば、寝技の攻撃・
防御は継続となる。防御は継続となる。

②故意ではなかったが、②故意ではなかったが、絞技および絞技および関節が極まった場合は、「待て」とする。関節が極まった場合は、「待て」とする。

４．〔無理な巻き込み技を施すこと。〕関係４．〔無理な巻き込み技を施すこと。〕関係
「無理な巻き込み」とは、軸足のバネを利かすことなく、体を利用して倒れ込むようにして巻「無理な巻き込み」とは、軸足のバネを利かすことなく、体を利用して倒れ込むようにして巻
き込んだ技をいう。き込んだ技をいう。

５．〔相手の頸を抱えて施す大外刈、払腰などを施すこと。〕関係５．〔相手の頸を抱えて施す大外刈、払腰などを施すこと。〕関係
「相手の頸を抱えて施す大外刈、払腰等」とは、明らかに腕を相手の頸に巻きつけて施した場「相手の頸を抱えて施す大外刈、払腰等」とは、明らかに腕を相手の頸に巻きつけて施した場
合のみをいう。合のみをいう。

反則負け（重大な違反）反則負け（重大な違反）
２．〔通称「逆背負投」の様な技を施すこと。〕関係２．〔通称「逆背負投」の様な技を施すこと。〕関係

例えば一方の試合者が右組み、他方の試合者が左組みの体勢から、右組みの試合者が、正し例えば一方の試合者が右組み、他方の試合者が左組みの体勢から、右組みの試合者が、正し
く組んだ釣り手側の前襟を両手で握りながら、右足前回り捌き又は、左足後回り捌きで技をく組んだ釣り手側の前襟を両手で握りながら、右足前回り捌き又は、左足後回り捌きで技を
施し、相手を左方向に一回転させながら捻りを加えて、背中、又は頭から投げ落とす様な技施し、相手を左方向に一回転させながら捻りを加えて、背中、又は頭から投げ落とす様な技
をいう。但し、背負投を施して、相手が技を防御するために反対の肩越しに落ちた場合は含をいう。但し、背負投を施して、相手が技を防御するために反対の肩越しに落ちた場合は含
まない。まない。

３．〔両袖を持って投げ技を施すこと。〕関係３．〔両袖を持って投げ技を施すこと。〕関係
相手の両袖を左右それぞれの手で持ったまま袖釣込腰、大外刈、外巻込等の技を施した場合相手の両袖を左右それぞれの手で持ったまま袖釣込腰、大外刈、外巻込等の技を施した場合
をいう。をいう。
但し、相手の片袖を持って、相手に自身の片袖を持たせたまま内股等の技を施した場合は含但し、相手の片袖を持って、相手に自身の片袖を持たせたまま内股等の技を施した場合は含
まない。まない。

改廃改廃
　本規程の改廃は、審判委員会において協議し、理事会の承認を得て行う。　本規程の改廃は、審判委員会において協議し、理事会の承認を得て行う。

付則　　この申し合わせは、平成 22 年５月１日から実施する。付則　　この申し合わせは、平成 22 年５月１日から実施する。
この申し合わせは、平成 23 年６月 14 日から部分変更して施行する。この申し合わせは、平成 23 年６月 14 日から部分変更して施行する。
この申し合わせは、平成 27 年３月 31 日から改正し、平成 27 年６月１日から施行する。この申し合わせは、平成 27 年３月 31 日から改正し、平成 27 年６月１日から施行する。
この申し合わせは、平成 27 年 11 月 30 日から申し合わせを特別規定として改正し、施この申し合わせは、平成 27 年 11 月 30 日から申し合わせを特別規定として改正し、施
行する。行する。
この特別規定は、平成 30 年３月１日から改正し、平成 30 年４月１日から施行する。この特別規定は、平成 30 年３月１日から改正し、平成 30 年４月１日から施行する。
この特別規定は、令和３年３月 15 日から特別規程と改正し、施行する。この特別規定は、令和３年３月 15 日から特別規程と改正し、施行する。
この特別規程は、2022 年 1 月 24 日から改正し、2022 年 4 月 1 日から施行する。この特別規程は、2022 年 1 月 24 日から改正し、2022 年 4 月 1 日から施行する。



－ 61 －－ 60 －

全柔連発第 29 － 0840 号
平成 30 年３月 22 日

都道府県柔道連盟（協会）
　会長　殿

公益財団法人全日本柔道連盟
　審判委員会委員長　大迫　明伸

　〔　公　印　省　略　〕

国内における「少年大会特別規程」改訂
「両袖を持って施す投げ技の禁止」について（補足説明）

　平成 30 年３月６日付全柔連発第 29 － 0840 号で通達した「少年大会特別規程」の附則
に例示された技（袖釣込腰、大外刈、外巻込）は、技の特性と作用により、技を施された
相手が、故意によらず胴体より先に、顔面あるいは頭部から畳に着地する（以下「ヘッド
ディフェンス」という。）恐れのある技を示したものである。
　これらの技を施された場合には、両手が束縛された状態で「ヘッドディフェンス」以外
に対処することが出来ないことから、顔面、頭部及び頸部損傷等の危険があるとして、禁
止技としたものである。
　例示には３つの技（袖釣込腰、大外刈、外巻込）を示しているが、これらの技に限定す
ることなく、両袖を持って投げ技が施され、技を施された相手が「ヘッドディフェンス」
以外に対処することが出来ない投げ技を禁止する。併せて両袖持ちの状態から相手に抱き
ついて、小外掛、大内刈で後方に浴びせ倒すことは、後頭部強打の恐れがあり禁止とする。
　但し、両袖を持って出足払、支釣込足等を施して、相手を背部あるいは上部側面から着
地させることまで禁止するものではない。

　※ 全柔連主催大会では両袖を持って施した技によって反則負けになっても、その後の一
連の試合に出場できることとする。

国内における「少年大会特別規程」
改訂

Ⅷ
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全柔連発第 29 － 0840 号
平成 30 年３月６日

都道府県柔道連盟（協会）
　会長　殿

公益財団法人全日本柔道連盟
　審判委員会委員長　大迫　明伸

　〔　公　印　省　略　〕

少年大会における「両袖を持って施す投げ技」の取り扱い並びに
国内における「少年大会特別規程」への反映について

　最近、少年の大会等におきまして、「両袖を持って施す投げ技」によって、投げられた
選手が顔面及び頭頂部から落下し、頚椎損傷あるいは脳震盪等を起こすケースが報告され
ています。少年柔道の基盤は「基本の習得」と「安全管理」であることは明白です。そこ
で、全柔連審判委員会では、現行の「少年大会特別規程」の改定の必要性を認識し、改定
作業に着手しておりました。

　今回の改訂検討の結論として、特に発育発達段階の視点から、全柔連主催の少年の大会
（中学生以下）においては、「両袖を持って施す投げ技」を禁止とし、施した場合には「反
則負け」とすることにしました。

　そこで、関係各団体におかれましては、、以上の趣旨をご理解戴き、各団体関係者及び
選手への啓発・ご周知をお願い申し上げます。

注）「両袖を持って施す投げ技」とは、近年国内外の大会等で頻繁に使用されるようにな
た技術であり、相四つ、喧嘩四つの組み手において、相手の両袖を左右それぞれの手で持
ちながら、袖釣込腰、大外刈、払巻込などを施技することを指します。
　相手の両袖を持って施技することにより、投げられた試合者にとって、腕による受身が
とりにくい体勢で、顔面及び頭頂部から畳に落下する恐れがあり、危険性を伴います。
　国内の少年大会等において、重篤な事故につながったという報告は届いておりませんが、
施技に伴う受傷が危惧されています。

袖釣込腰 大外刈

相手の両袖を持った

払巻込
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全柔連発第 21 － 1013 号
2022 年 1 月 24 日

都道府県柔道連盟（協会）
　会長　殿

公益財団法人全日本柔道連盟
　審判委員会委員長　大迫　明伸

　〔　公　印　省　略　〕

中学生の試合における絞技の取り扱い並びに
国内における「少年大会特別規程」への反映について

　拝啓　厳寒の候、時下ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は本連盟の諸
事業に対し格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、近年、中学生大会等におきまして、絞技により絞められた選手が絞め落ちし痙攣
するケース、あるいは蘇生中に頸椎損傷を起こすケースが報告されており、絞め落ちした
選手の精神的・肉体的なダメージが大変懸念されるところであります。
　そこで、本連盟では大会事業員会・審判委員会・強化委員会・医科学委員会・柔道事故
総合対策委員会の各委員会で検討し、1 月 24 日に開催した第 7 回臨時理事会にて、発育
発達段階における事故防止の観点や柔道のマイナスのイメージを払しょくするため「少年
大会特別規程」を添付の通り改定し、
中学生の試合においては、絞技を禁止とし、施した場合には「指導」とすることに
しました。
　この規程は 2022 年 4 月 1 日以降の大会から適用することといたします。

　関係各団体におかれましては、以上の趣旨をご理解戴き、各団体関係者及び選手への啓
発・ご周知をお願い申し上げます。

　【添付資料】
　１．国内における「少年大会特別規程」

　【問い合わせ先】公益財団法人全日本柔道連盟　大会事業課　大塚・渡辺・寺下・時田
　　　　　　　　　メール　shinpan@judo.or.jp
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全柔連発第 30 － 0800 号
平成 31 年３月 26 日

関係各位

公益財団法人全日本柔道連盟
　審判委員会委員長　大迫　明伸

　〔　公　印　省　略　〕

柔道衣の乱れに対する新たな罰則（指導）の施行について

　国際柔道連盟では 2019 年３月８～ 10 日に開催された、グランプリマラケシュ大会（モ
ロッコ）より柔道衣の乱れに対する罰則を新たに導入しました。
　今年開催される世界選手権東京大会、2020 年東京オリンピック柔道競技でもこの罰則
が適用される為、日本国内でも早急に適用する必要があります。
　別紙全柔連主催大会では４月よりこの罰則を導入しますが、各主催団体におきましては、
施行期間に猶予を設ける等、導入時期を検討して頂きますよう、お願いいたします。

記

・新罰則（指導）の内容
試合中に柔道衣が乱れ、帯より外に上衣の裾（背部を含む）が出た場合、主審の「待
て」から「始め」の間に、選手自ら素早く服装を直すこと。
主審が「待て」を掛けても、乱れた柔道衣を直そうとせず、放置し乱れたまま「始め」
を待っている時に、主審より柔道衣を直すよう指示された場合、これを１回目とカウ
ントし、２回目以降はその都度「指導」が与えられる。
合わせて帯も、本人が緩く結ぶことが原因で解け、自ら固く結び直さず主審から指示
された場合もカウントの対象となる。
選手は「待て」から「始め」までの間に、自ら素早く服装を直し、帯を固く締めなけ
ればならない。
但し、積極的な試合展開で、例えば柔道衣の上衣がすっぽり脱げた場合に服装を直す
指示を主審が行ってもカウントされない。
あくまでも、場外や寝技の停滞などで「待て」が掛かった場合、選手が柔道衣の乱れ
を放置し、主審から指示された場合にカウントされる。

「待て」の後、選手が自ら柔道衣を直そうとする場合、「髪の結直し」と同じく少し猶
予を与える。
帯を解いて服装を直す場合は、従来通り主審の指示・許可がなければならない。
※ 背部の裾の長さが臀部を覆っていない、体幹部が細く胸元の合わせ目が浅い等は、

柔道衣の乱れやすさの一因である。上記罰則を導入するにあたり、柔道衣コントロー
ルをより厳密に行う様に徹底して頂きたい。

以上

柔道衣の乱れに対する新たな
罰則（指導）の施行について（通達）

Ⅸ
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【別紙】柔道衣の乱れに対する新たな罰則（指導）の施行について　大会への適用

① 平成 31 年４月１日より全柔連単独主催大会では原則として改正された国際柔道連盟試合審判
規程を適用する
対象大会：全日本選抜体重別選手権大会

全日本カデ体重別選手権大会
全国小学生学年別大会
全日本ジュニア体重別選手権大会
マルちゃん杯全日本少年大会
講道館杯全日本体重別選手権大会

②実行委員会のある大会においては実行委員会の判断に委ねる
対象大会：皇后盃全日本女子選手権大会

全日本選手権大会
全国少年大会
全日本少年少女武道錬成大会
全国高等学校選手権大会
近代柔道杯全国中学生大会

③共催大会においては①の方針を申し入れ、関係団体と協議の上、決定する
対象大会：インターハイ柔道競技会

全国高等学校定時制通信制大会
全国中学校大会
国民体育大会柔道競技会

柔道衣の乱れを放置しないように！ 試合の最後まで柔道衣に意識を！
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公益財団法人全日本柔道連盟では、公認審判員の制度を定め、公認審判員
の養成とその資質の向上を図る制度を確立している。S、A、B、C、顧問
審判員の区分があり、それぞれの資格毎に取得条件が設けられている。

公認審判員とは以下のとおりである。
⑴Ｓライセンス審判員 

特に技能が優秀であり、本連盟が主催、主管する全国的大会の審判員となる資格を有する　
者 

⑵Ａライセンス審判員 
本連盟が主催、主管する全国的大会の審判員となる資格を有する者 

⑶Ｂライセンス審判員 
地区柔道連盟（連合会・協会）が主催、主管する大会の審判員となる資格を有する者 

⑷Ｃライセンス審判員 
都道府県柔道連盟（協会）およびその加盟団体が主催、主管する大会の審判員となる資格を有
する者

また、資格認定の管轄は、それぞれの資格で異なる。
⑴Ｓライセンス審判員は、全日本柔道連盟が行なう 
⑵Ａライセンス審判員は、全日本柔道連盟が行なう 
⑶Ｂライセンス審判員は、地区柔道連盟（連合会・協会）が行なう 
⑷Ｃライセンス審判員は、都道府県柔道連盟（協会）が行なう

特に、Sライセンスの選考については、全日本柔道連盟 Sライセンス選考内規に準じて厳格に
選考を行っている（選考手順を別途記載）。また、以下の様に、それぞれの資格毎に義務等がある。

１．審判員は、本連盟登録および審判員登録を毎年更新するものとする。
２ ．審判員は、各種大会における審判員活動について、都道府県柔道連盟（協会）を経由して管
轄する団体に届けるものとする。

３ ．前項に係る届け出は、各審判員ライセンス有効期間終了時の更新手続きの際、所定の様式に
より行うものとする。

４．審判員の服装は、別に定める。
５． 審判員は少なくとも年に１回以上、全柔連コンプライアンス委員会が実施するコンプライア

ンス講義（集合講義またはオンライン講義）を受講しなければならない。
６ ．Ｓライセンス審判員については少なくとも２年間に１度、試合の審判に携わらなければなら
ない。その他の審判員については少なくとも４年間に１度、試合の審判に携わるよう努めなけ
ればならない。（＊ただし、本連盟またはその加盟団体に関する業務多忙、傷病、出産等特別
の事情があると管轄する団体が認めた場合はこの限りではない）

７ ．Ｓライセンス審判員は、全柔連が主催する審判員研修会に毎年出席しなければならない。そ

全日本柔道連盟　公認審判員
（公認審判員規程から）

Ⅹ



－ 67 －－ 66 －

の他の審判員は、資格認定の管轄する団体が主催する審判員研修会に、少なくとも２年に１度、
出席しなければならない。
即ち、審判員資格は、以下の要件が全て満たされているときに有効となる。また、一旦有効と
なった資格でも要件を一つでも欠いたときは有効でなくなる。

⑴審判員資格が認定され、有効期間内にあること
⑵本連盟会員登録をしていること（休会員登録を除く）
⑶審判員資格登録をしていること
⑷審判員資格が停止されていないこと

既述したような義務を怠る、あるいは資格要件を欠いた場合、又は審判員として相応しくない言動
や不適切な行動が認められたときは、審判員の資格を停止し、または喪失させることができる。

審判員資格が有効でなくなったときは、次のとおり資格を再び有効とする。

⑴更新しないまま有効期間を徒過したときは、更新の要件を満たしたとき
⑵会員登録、資格登録を怠ったときは、会員または資格を登録したとき
⑶資格が停止されたときは、停止期間が満了し、条件（もしあれば）を満たしたとき

　また、全日本柔道連盟登録規程第４条５項に定めるところにより、公認審判員が個人会員登録
の休会を認められた場合、審判員資格も同時に有効でなくなる。また、休会員が個人登録を再開
するとき、有効でなくなっていた審判員資格も同時に有効になる。

次に、審判員資格の有効期間であるが、

１ ．Ｓライセンス審判員資格の有効期間は、当該資格の認定を受けた日から、その２年後応当日
の直後に到来する３月３１日までとする。ただし、本連盟は審査のうえ２年の有効期間を更新
することができる。

２ ．その他の審判員資格の有効期間は、当該資格の認定を受けた日から、その４年後応当日の直
後に到来する３月３１日までとする。ただし、管轄団体は審査のうえ４年の有効期間を更新す
ることができる。

３．審判員の更新要件は原則として以下のとおりとする。 
　　　Ｓライセンス審判員　審判員研修会を年 1 回以上受講すること
　　　　　　　　　　　　　コンプライアンス講義を年 1 回以上受講すること
　　　　　　　　　　　　　2 年間に 1 度以上試合の審判に携わること
　　　その他の審判員　　　審判員研修会を 2 年間に 1 回以上受講すること
　　　　　　　　　　　　　コンプライアンス講義を年 1 回以上受講すること
　　　　　　　　　　　　　4 年間に 1 度以上試合の審判に携わること
４ ．更新にあたり、審判員は、管轄団体に対して資格の更新の申請を行い、管轄団体は、更新要

件を確認のうえ、更新を認めることができる。ただし、管轄団体は、事情により更新要件を満
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たせない者については、その事情を考慮のうえ、更新の可否を判断することができる。 

定年については、
A、B、Cライセンス審判員の定年は、６５歳の誕生日を迎えた直後の年度末（３月３１日）とする。
Ｓライセンス審判員の定年は、６０歳の誕生日を迎えた直後の年度末（３月３１日）とする。
ただし、ライセンス所持者の不足等により、大会主催者から審判員を要請された場合は、都道府県柔
道連盟の承認により、６５歳以上であっても別途「柔道公認審判員賠償責任保険」に加入の上、審判
員として活動することができる。その場合であっても、審判員としての活動は、７０歳の誕生日を迎え
た直後の年度末（３月３１日）までとする。なお大会主催者から要請を受けた審判員は、都道府県柔
道連盟が実施する講習会を受講し、審判員の適性について審議を受けなければならない。

また、審判員に関する試験・資格認定は別表 1、審判員に関する試験の受験料、ライセンス登録
料（更新を含む）、研修会受講料は別表２のとおりとし、その都度納付するものとする。

　審判の実施に関しては、原則以下のとおりである。

１ ．全日本柔道連盟が主催、主管する全国的大会の審判は、全日本柔道連盟の審判委員会が選考
したＳライセンス審判員またはＡライセンス審判員が行う。

２ ．全国的大会のうち、実業団、大学、高等学校および中学校等の全国的大会の審判は、原則と
して主催する団体において選考したＳライセンス審判員、Ａライセンス審判員またはＢライセ
ンス審判員が行う。ただし、全日本柔道連盟が前項に準じて審判員の一部を派遣することがで
きる。

３．全国的大会以外の審判は、原則として主催する団体が選考した審判員が行う。

　顧問審判員は、本連盟登録および顧問審判員登録を毎年更新し、顧問審判員登録費は初年度の
み納付する。

１ ．顧問審判員とは、年齢６５歳以上かつ男性は７段以上、女性は女子５段以上の者から、全日
本柔道連盟が選考のうえ認定した者をいう。ただし、年齢６０歳以上の者であっても希望があ
れば選考の対象とする。

２ ．顧問審判員は、後進審判員の指導、養成にあたる他、ライセンス所持者の不足等により、大
会主催者から要請された場合は、別途「柔道公認審判員賠償責任保険」に加入の上、審判員と
して活動することができる。ただし、審判員としての活動は、７０歳の誕生日を迎えた直後の
年度末（３月３１日）までとする。
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公認審判員規程（別表１） 2022 年 3 月 16 日改正

ライセンス
区分 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

⑴
受
験
資
格

①年齢※１ 30 歳以上
56 歳以下

28 歳以上
54 歳以下 25 歳以上 20 歳以上

②柔道経験
15 年以上、
5 段以上

（女子 3 段以上）

15 年以上、
5 段以上

（女子 3 段以上）

12 年以上、
4 段以上

（女子 3 段以上）
有段者

③審判経験

Ｓライセンス候補者※2

当該年度の本連盟登
録（個人登録及び A
ライセンス審判員資
格登録）をしている
者で全日本柔道連盟
審判委員会選考審査
部会より認定を受け
た後、Ｓライセンス
審査対象大会におい
て２年間の審判経験

（実技審査を実施）が
必要

当該年度の本連盟登
録（個人登録及び B
ライセンス審判員資
格登録）をしている
者で「Ｂ」取得後３
年以上の審判経験を
有し、その者が本連
盟登録した都道府県
より推薦を受けた者
とする。

当該年度の本連盟登
録（個人登録及び C
ライセンス審判員資
格登録）をしている
者で「Ｃ」取得後２
年以上の審判経験を
有し、その者が本連
盟登録した都道府県
より推薦を受けた者
とする。

当該年度の本連盟登
録をしている者。

⑵試験方法お
よび試験内容

実技審査を行い、本
連盟審判委員会選考
審査部会において審
議・認定する。
本連盟審判委員会選
考審査部会で定める
対象大会において審
査する。

筆記試験と全日本柔
道連盟が指定した大
会において実技審査
を行う。
受験回数は年１回と
する。
本連盟審判委員会選
考審査部会から指名
された試験官３名以
上がこれにあたる。
試験官は審判委員会
選考審査部会委員、
審判委員会委員、S
ライセンス審判員の
中から指名される。

筆記試験と地区柔道
連盟（連合会・協会）
が指定した大会等に
おいて実技審査を行
う。
地区柔道連盟（連合
会・協会）から選ば
れた審査員がこれに
あたる。
試験官は A ライセ
ンス保持者以上、現
行の試合審判規程に
詳しい者がその任に
あたる。

筆記試験と都道府県
柔道連盟（協会）が
指定した大会等にお
いて実技審査を行
う。
都道府県柔道連盟

（協会）から選ばれ
た審査員がこれにあ
たる。
試験官は A ライセ
ンス保持者以上、現
行の試合審判規程に
詳しい者がその任に
あたる。

※ 1：年齢は、Ｓは推薦時、Ａ～Ｃは資格認定当日の年齢とする。
※ 2：Ｓライセンス候補者＊）の選定の手順

① 都道府県柔道連盟（協会）が、下記要件を満たす審判員をＳライセンス第１次候補者として選定し、推薦書にその旨の詳細を明記した上で
地区柔道連盟に推薦する。
ア　公認審判員制度運用規則別表２「実技審査ライセンス要件」の評価項目について、Ｓライセンスの基準全てを満たしていると判断され、

かつ、
イ　Ｓライセンス受験資格要件を満たしたＡライセンス資格者のうち特に優れている審判員

② 地区柔道連盟（協会）は、当該都道府県柔道連盟 ( 協会 ) から推薦された候補者を地区柔道連盟 ( 協会 ) が指定した大会の審判員として参加
させた上で、公認審判員制度運用規則別表２「実技審査ライセンス要件」の評価項目に則し、当該候補者の審判技量を客観的に評価しなけ
ればならない。また、評価順位を明らかにした上で、該当都道府県柔道連盟 ( 地区 ) からの推薦書の写し及び評価書とともに本連盟審判委員
会へ報告する。

③ 選考審査部会は、地区柔道連盟からの報告をもとに厳正な審議を重ねた上で当該Ｓライセンス候補者の認定を行うこととする。

公認審判員規程（別表２） 平成 30 年 12 月 10 日改正

ライセンス
区分 顧問 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 備　　考

受 験 料 なし 5,000円 3,000円
以下

2,000円
以下

試験を受ける時
（1 回につき）

研修会受講料 5,000円 5,000円 3,000円
以下

2,000円
以下 研修会受講時

登 録 費 20,000円 3,000円 2,500円 1,500円 1,000円
顧問は初年度のみ
その他のライセンスは毎年納入

（Ｂ・Ｃライセンスの1 ／２は本連盟納入
※１：年度内に複数回受講した場合、研修会受講料は初回のみ支払う。
※２：講師をした場合、研修会を受講したものとみなす。
※３：会長が特に認めた場合は、上記と異なる料金とすることができる。
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公益財団法人全日本柔道連盟　審判委員規則

（目的）第１条
この規則は、公益財団法人全日本柔道連盟（以下「全柔連」という。）の審判委員の制度を定め、大会におけ
る試合の勝敗に誤りのないように導くとともに、審判員の資質の向上を図ることを目的とする。

（審判委員）第２条
審判委員は、審判員の試合における判断、判定等について、試合を中断して確認、助言または意見を主張し、
円滑な試合進行に寄与するとともに、審判員の技術向上に務めるものとする。

（審判委員の資格）第３条
全柔連の選考審査委員会委員、審判委員会委員、顧問審判員または全柔連の各ライセンス審判員（公認審判員）
が、審判委員の資格を有する。

（審判委員の配置）第４章
１． 審判委員は、大会における各試合場に２名を配置することを原則とする。大会の規模に応じて審判委員１

名でもよいものとする。
２．審判委員は、大会の規模、試合場の数に応じて、その大会の審判員が務めることができる。

（審判委員の義務等）第５条
１．審判委員は、次の各号に挙げるとき、試合を中断して審判員に確認しなければならない。

⑴　試合を把握し、審判員の判断に疑義があるとき
⑵　返し技やすかし技などで明確な指示がないとき
⑶　得点表示板、時計等の確認や訂正するとき
⑷　審判員に対して助言すべきことがあったとき
⑸　その他、審判委員が必要と認めたとき。

２． 審判委員は、主審・副審が下した技の評価、その他の判定等に明らかに疑義が認められた場合、映像を速
やかに確認し、正しい評価・判定に訂正しなければならない。 

３．審判委員は、審判員から意見を求められた場合、助言しなければならない。
４． 審判委員は、審判員の最終決定を尊重しなければならない。⇒ケアシステムの配置状況によって異なる。

（機器の活用）第６条
審判委員は、大会主催者が設置した撮影機器を用いた記録を参考にすることができる。

（改廃）第７条
この規則の改廃は、審判委員会で審議し、会長が決定する。

付則
１．この規定は、平成 19 年４月１日から施行する。
２．この規定は、平成 19 年６月 20 日から一部改正して施行する。
３．この規定は、公益財団法人全日本柔道連盟の設立の登記の日（平成 24 年４月１日）から施行する。
４．この規定は、令和３年３月 15 日から規則と改正して施行する。

【＊審判委員について】
　審判委員は、審判員の試合における判断、判定等について、試合を中断して確認、助言または
意見を主張する権利を有している。その配置の目的は、あくまでも円滑な試合進行に寄与するこ
とであり、審判員の技術向上を目的とする。
　以下に、公益財団法人全日本柔道連盟 審判委員規則を記載する。
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2021/4/1
審判委員会作成

審判トラブルの再発防止策（簡易版）

１ 再発防止の４つの柱
① 確認を徹底して、ヒューマンエラーを防止 「確認呼称」「目視確認」の徹底などによりヒュー

マンエラーを防止
② ルールを正しく理解して、誤判断と誤操作を防止 事前の審判規則周知により、憶測・見込み

等による誤判断・誤操作を防止 
③ 互いの連携を強化して、ミスの連鎖を防止 役割分担と連携要領・リカバリー方法を確立し、

ミスの連鎖を防止 
④ 過信と慣れを払拭して、ミスを防止 自信あること、慣れたことを行うときほど、大きなミス

が隠れている。 

２ 試合直前の再発防止策
① 審判委員、副審が、時計係、会場統括の配置と電光掲示板、予備用ストップウォッチ、イン

カム（副審用、審判委員用）の設置を確認し、審判員と係員との連携を確認する。 
② 副審の役割分担（インカム担当、ケアシステム担当）を行い、インカムの通話テスト、ケア

システムの操作を確認する。
③ 係員に対しては、公正な大会を実現するために必要なチームの一員として、敬意を持って接

し良好な関係を構築する。
④ 時計係の電光掲示板の操作スキルを確認する。 瞬時にタイマー操作が行えるか、イレギュラー

のケースでも問題なく対応できるかなどを確認する。
⑤ 時計係が、「抑え込み」タイマーを操作する場合、あるいはスコアまたはペナルティを表示す

る場合は、「確認呼称」を行うことを確認する。
⑥ 副審は、時計係がタイマー操作やスコア表示等に迷う場面では、試合観察に支障がない範囲

で必要な「助言・指示」を行うことを確認する。
⑦ 補助員は、常に主審の「抑え込み」と同時に、ストップウォッチによる補助計測を行い、時

計係がタイマー操作を誤っている場合は、緑旗（青旗）を掲げ、補助計測が行われているこ
とを主審、副審、 コーチ、観客に周知することを確認する。

⑧ スコア、ペナルティ、タイマーの修正の権限は主審であり、試合継続中あるいは試合中断中に、
主審の公式合図（ジェスチャー）あるいは指示で行われるものであり、係員等の判断で修正
はできないことを確認する。

３ 試合中の再発防止策
① 副審は、主審が「抑え込み」を宣告した場合は、必ず「赤・白」の表示とタイマーの計測が

適正に行われているか確認（目視確認と聴取確認）し、表示に間違いがある場合には、直ち
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に修正を時計係に指示する。タイマー計測が明らかに遅れた場合は、補助員に遅延時間を確
認して、主審に遅延時間と終了時間を指示する。

② 審判委員は、電光掲示板の表示が間違っている場合は、介入し修正を指示する。
③ 間違った試合終了のブザーが鳴った場合は、副審あるいは審判委員がインカムで「そのまま」

を指示し、主審が現状の体勢を保持し、合議結果に基づいて試合を再開する。

４ 審判規則及び審判技法の確認
① 脚の絡みによる「解けた」（審判規程 17 条「抑え込み」） 上からでも下からでも足を絡むこと

ができたら「解けた」である。
② 主審の位置取り

ア （不利な試合者の）頭側から全体を観察することを基本とするが、必要に応じて位置取り
を変える。

イ 選手をタイマーと自身で挟み込む位置取りをして、タイマーの視認性も高める。
ウ ケアシステムのカメラを遮らない位置取りをする。

③ 「一本」の宣告時のテクニックとして
ア 「抑え込み」終了のブザーの後に、タイマーを確認してから「一本」を宣告する。
イ 「一本」の宣告後、一呼吸おいて「それまで」を宣告する。

④「抑え込み」と「解けた」の宣告要領（審判規程 4 条審判員の動作）について
ア 審判員は時計係がタイマーを開始したことを確認してから、通常の姿勢に戻って試合をコ

ントロールすること。
イ 片腕を前方に挙げ、指を伸ばし親指を上にして上体を試合者の方に曲げながら左右に速く

２、３回振 る。時計係が時計を止めたことを確認する。
⑤ 「そのまま」「よし」を実施すべき状況と実施方法について

ア 「そのまま」は、寝技においてのみ下記の状況で適用される。
　・不利な立場にある試合者が反則を犯した場合 ※ 状況によるが、「そのまま」を宣告せず、

直接罰則を与えることができる。
　・試合者が負傷した場合
　・柔道衣が脱げかけたり、頭にかぶってしまったなど、服装を直す場合
イ 「そのまま」で試合時間の停止し、「よし」で試合時間を再開する。（係員に周知）

⑥ 立ち姿勢からの寝姿勢への復元を実施すべき状況（IJF 規程にない措置）
ア 主審が、寝技において、誤って「待て」を宣告し、試合者が離れてしまった場合
イ 主審が、寝技において、誤って「一本」を宣告し、試合者が離れてしまった場合 審判は、

試合者が不公平にならないよう、多数決の原則に基づいて、できる限り元の位置に近い状
態に試合者を戻し、試合を再開させることができる。この様な事態を回避するために、副
審は、主審の投げ技に対する「一本」に疑義があり、抑え込んでいる場合は、直ちに「抑
え込み」を指示し、直ちに映像を確認して「技あり」であれば、主審にスコアを修正させ、
抑え込みを継続させる。

⑦ 会場アナウンスを行うべき状況とその対応（案） 
ア 試合結果を変更する場合 試合終了後でも、明らかに審判員・審判委員・掲示担当者のミス

により試合結果が間違えていた場合 両選手を再度試合場に上げ「勝者指示のやり直し」も
しくはＧＳから試合を再開する。但し、当該選手・チームの次の回戦が始まる前までとする。
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イ 主審が、寝技において、誤って「待て」あるいは「一本」を宣告し、試合者が離れてしまっ
た場合 主審は、試合者が不公平にならないよう、多数決の原則に基づいて、できる限り元
の位置に近い状態 に試合者を戻し、試合を再開させることができる。

ウ IJF 規程 21 条（想定外の事態）が発生した場合 審判長と審判委員と合議の上で、審判員
が下した決定により処理される
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